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３．介護予防・生活支援拠点の整備等 

 

（１）地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（ハード交付金）の見直しについて 

 ア 見直しの背景 

     介護保険法の改正により、新しい介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）

に、全ての高齢者を対象とする「一般介護予防事業」が制度上位置づけられたとこ

ろ。                             

平成 29 年４月の介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）全面移行に向けて、

高齢者の介護予防教室などの多様な通いの場や、見守りや安否確認などの生活支援

の活動拠点となる「介護予防・生活支援拠点の整備事業」を平成２７年度補正予算

（案）において措置（１５．５億円）したところであるので、各都道府県におかれ

ては、平成２８年度に予定している事業を前倒しするなど、積極的に活用されたい。 

    なお、同事業の創設に伴い「市町村提案事業」「地域支え合いセンター」について

は、平成２７年度当初予算をもって廃止することとしているので、ご了知願いたい。 

 

 イ 具体的な見直し内容 

補助対象として、市町村の総合事業の実施拠点として活用することを要件とするこ

ととしている。（予定を含む） 

    また、改修を原則とするが、既存の空き家がない場合や、改修による整備が非効率

となる等、やむを得ない場合に限り新築を認めることとする。 

 

【補助単価（上限）（案）】 

     （新設）２８，０００千円、（改修）８，５００千円 

 

   ウ 今後のスケジュールについて 

       近日中に国庫協議書を送付する予定としている。 

 

 

（２）地域介護・福祉空間整備等推進交付金（ソフト交付金）の見直しについて 

ア 見直しの趣旨 

    （１）の通り、新たにハード交付金において「介護予防・生活支援拠点の整備」事

業が措置されたことに伴い、拠点整備とともに必要な初度設備の補助（開設準備支援

事業）を平成２７年度補正予算（案）で２．７億円措置したところである。 

 

   イ 具体的な見直し内容 

   補助条件として、（１）の整備に伴い、市町村の総合事業の実施拠点として活用する

ことを要件とし、整備に必要な初度設備等に要する経費について補助対象とすること

としている。 

 

【補助単価（上限）（案）】 ３，０００千円 
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    ウ 今後のスケジュールについて 

   近日中に国庫協議書を送付する予定としている。 

 



地域医療介護総合確保基⾦を活⽤した在宅・施設サービスの整備の加速化

介護離職防止及び特養待機者の解消を図るため、２０２０年代初頭までに、
約１０万人分の在宅・施設サービスを前倒し、上乗せ整備するよう支援（地域
医療介護総合確保基金の上積み）する。

＊このほか、サービス付き高齢者向け住宅を約2万人分整備（国土交通省予算）

在宅・施設サービスを前倒し、上乗せ整備

施設等用地の確保を容易にし、特養等の整備促進を図るため、用地確保のための定期借地権設定に際して、土地所有
者に支払われた一時金（賃料の前払い）の支援の対象を拡充する。
＊定期借地権（５０年間）で国有地を始めとした施設用地を借りる場合に、一時金の一部（最大路線価額の１／４以内）を支援。
＊特別養護老人ホーム等（広域型施設含む）を整備する際に他の介護施設や事業所を合築・併設する場合においては、当該合築・併設施設等の敷地につ
いても対象面積に追加。

＊今後需要増が見込まれる「看護小規模多機能型居宅介護事業所」等について支援対象施設に追加。

定期借地権の一時金の支援（拡充）

限られた用地で効率的に介護施設の整備を行い、効果的な介護サービスを提供するため、介護施設等の合築・併設を
行う場合に補助単価を加算する制度を新設する。
＊地域密着型特別養護老人ホームを整備する際に、他の介護施設や事業所との合築・併設を行う場合は、配分基礎単価に０．０５を乗じた額を加算。

介護施設等の合築等支援（新規）

限られた用地で既存資源を有効活用した整備を推進するため、空き家を改修した在宅・施設サービス基盤の整備を支援
する。
＊空き家を活用した認知症グループホームや小規模多機能型居宅介護事業、看護小規模多機能型居宅介護事業、認知症デイサービスの整備を行う場合
の単価を新設。

空き家を活用した在宅・施設サービス基盤整備支援（一部新規）

平成２７年度補正予算案９２１億円（国費ベース）

約１２万人分増の整備が可能となるよう財政支援
約38万人分以上（2020年度まで） ⇒ 約50万人分以上（2020年代初頭）

対象として想定している在宅・施設サービス
（厚生労働省予算）

・特別養護老人ホーム ・特定施設（ケアハウス）

・介護老人保健施設 ・小規模多機能型居宅介護

・認知症グループホーム ・看護小規模多機能型居宅介護

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

約10万人分増

サービス付き
高齢者向け住宅

（国土交通省予算）

約２万人分増



（拡充後の支援対象施設）

施設等用地の確保を容易にし、特養等の整備促進を図るため、用地確保のための定期借地権設定に際して、土地所
有者に支払われた一時金（賃料の前払い）の支援（※）の対象を拡充する。

※定期借地権（５０年間）で施設用地を借りる場合に、一時金の一部（最大路線価額の１／４以内）を支援

① 今後需要増が見込まれる「看護小規模多機能型居宅介護事業」等について支援対象施設に追加。

② 特別養護老人ホーム等（広域型施設含む）を整備する際に他の介護施設や事業所を合築・併設する場合においては、当該
合築・併設施設等の敷地についても対象面積に追加。

③ 国や地方公共団体による土地の貸与や他の介護施設等との合築・併設について、支援対象に優先的に採択。

（現行の支援対象施設）

【本体施設のみ】

○定員30名以上の広域型施設

・特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・ケアハウス（特定施設入居者生活介護の指定）
・養護老人ホーム

○定員29名以下の地域密着型施設等

・地域密着型特別養護老人ホーム
・介護老人保健施設
・ケアハウス（特定施設入居者生活介護の指定）
・認知症高齢者グループホーム
・小規模多機能型居宅介護事業所

○定員29名以下の
地域密着型施設等
・看護小規模多機能型
居宅介護事業所

・都市型軽費老人ホーム
・養護老人ホーム
・介護職員等のための施設
内保育施設

【合築・併設施設】

○本体施設に合築・併設する施設
（定員29名以下の地域密着型施設等）

・定期巡回・随時対応型
訪問介護看護事業所

・認知症対応型デイサービス
センター

・介護予防拠点
・地域包括支援センター
・生活支援ハウス
・緊急ショートステイ

【本体施設】

○現行支援対象施設

定期借地権の一時金の支援（拡充）



（合築・併設施設）

介護施設等の合築等支援（新規）

（本体施設）

・地域密着型特別養護老人ホーム

○定員29名以下の地域密着型施設等

・介護老人保健施設
・養護老人ホーム
・ケアハウス（特定施設入居者生活介護の指定）
・都市型軽費老人ホーム
・認知症高齢者グループホーム
・小規模多機能型居宅介護事業所
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所
・看護小規模多機能型居宅介護事業所
・認知症対応型デイサービスセンター
・介護予防拠点
・地域包括支援センター
・生活支援ハウス
・緊急ショートステイの整備
・介護職員等のための施設内保育施設

○ 地域密着型特別養護老人ホームを整備する際に、他の介護施設や事業所との合築・併設を行う場合は、
配分基礎単価に０．０５を乗じた額を加算。

限られた用地で効率的に介護施設の整備を行い、効果的な介護サービスを提供するため、
介護施設等の合築・併設を行う場合に補助単価を加算する制度を新設する。



限られた用地で既存資源を有効活用した整備を推進するため、空き家を改修した在宅・施設
サービス基盤の整備を支援する。

空き家を活用した在宅・施設サービス基盤整備支援（一部新規）

（補助対象施設）

・認知症高齢者グループホーム
・小規模多機能型居宅介護事業所
・看護小規模多機能型居宅介護事業所

（改修補助単価）

１施設あたり

850万円

○ 空き家を活用した認知症高齢者グループホームや小規模多機能型居宅介護事業等の整備を行う
場合の単価を新設。



国

市町村

②整備計画、交付申請 ③採択、交付決定

④採択、交付決定

①地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金（ハード交付金）

１５．５億円

○介護予防・生活支援拠点の整備に必要な経費を助成

【補助単価（上限額）】

〈創設の場合〉１か所あたり ２８，０００千円

〈改修の場合〉１か所あたり ８，５００千円

②地域介護・福祉空間整備等推進交付金 （ソフト交付金）

２．７億円

○介護予防・生活支援拠点の実施に必要な設備等に要する経

費を助成

【補助単価（上限額）】

１か所あたり ３，０００千円

介護予防・生活支援拠点整備及び
開設準備支援事業

平成２７年度補正予算（案）
１８．２億円

①整備計画、交付申請

３．補助の流れ２．事業内容・補助単価

事業者

平成29年４月の介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）全面移行に向けて、高
齢者の介護予防教室などの多様な通いの場や、見守りや安否確認などの生活支援の活
動拠点となる「介護予防・生活支援拠点」の整備等を支援する。

１．概 要









（案）

事 務 連 絡

平成 27 年 12 月●日

各都道府県介護保険主管部（局）御中

厚生労働省老健局振興課

地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）の積み増し予定額等の調査について

標記について、平成 27 年度補正予算案及び平成 28 年度当初予算案で、当該基金の積

み増し原資のための交付金が計上されていることを踏まえ、下記のとおり、積み増し予

定額の調査をいたします。

記

１．提出資料

別紙様式１及び２のとおり

２．提出先・提出方法

老健局振興課予算係宛に電子メールで提出（郵送での提出は不要）

３．提出期限

平成 28 年 1 月 15 日（金）17 時（必着）

４．留意事項

（１）提出資料の作成に当たっては、「管理運営要領」（平成 27 年 5 月 13 日付け医政発

0513 第 6 号・老発 0513 第 9 号・保発 0513 第 1 号）、「留意事項通知」（平成 27 年

5 月 13 日付け医政地発 0513 第 3 号・老高発 0513 第 1 号・老振発 0513 第 1 号・保連

発 0513 第 1 号）及び別添「平成 27 年度補正予算案資料」を参考とすること。

（２）平成 27 年度補正予算案で計上している地域医療介護総合確保基金（介護従事者分）

の積み増し原資となる交付金については、平成 28 年度への予算の繰越しが可能とな

るよう財政当局と調整中であり、各都道府県での受入れ（基金への積み増し）は、平

成 28 年度になることも可能とする扱いとなる予定である。

（３）別添「平成 27 年度補正予算案資料」に掲載されている事業のうち、新規事業につ

いては、平成 28 年度においても事業実施が可能とする予定である。

（４）都道府県計画の作成及び変更については、おって連絡する予定である。

【連絡先】

老健局振興課予算係 大塚

電話：03-5253-1111（内線3935）

E-mail：shinkou-yosan@mhlw.go.jp



［様式１］

上記のうち、平成２７年度補正予算での措置
を希望する金額

0

（注４）「上記のうち、平成２７年度補正予算での措置を希望する金額」欄には、「平成２７年度補正予算分
の貴都道府県の基金への積み増し希望時期」が平成２７年度中と回答した都道府県のみ記載すること。

0合計

「労働環境・処遇の改善」に関する事業
（「様式２」の20～25の事業）

（注３）積み増し予定額の検討に当たっては、平成２８年度以降の執行予定額も踏まえた上で、所要
額を検討すること。（都道府県計画の変更の際に複数年にまたがる計画作成も可能とする予定であ
る。）

（注１）区分ごとの、「基金積み増し予定額」欄には、現時点での予定金額（公費ベース）を記載する
こと。（「介護従事者確保分」の事業の範囲内であれば、今後、区分の変更が可能）

（注２）「国費所要予定額」欄には、「基金積み増し予定額」欄の合計額に２／３を乗じて得た額から千円
未満の端数を切り捨てた額を計上すること。（自動計算）

0

担当者名

担当課（係）名

（注）現時点で貴都道府県が検討している基金への積み増し時期を記載すること。また、自治体負担分
の１／３相当額を平成２７年度予算又は２８年度予算のどちらで措置する予定なのかを記載すること。

地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）積み増し予定額等調べ

都道府県名 電話番号（内線）

ＦＡＸ番号

平成２７年度補正予算分の貴都道府
県の基金への積み増し希望時期

平成 年 月頃（平成 年度予算で措置する予定）

担当者メールアドレス

国費所要予定額
（２／３補助）
（単位：千円）

（Ｂ）

基金積み増し予定額
（単位：円）

（Ａ）

「資質の向上」に関する事業
(「様式２」の11～19の事業）

「参入促進」に関する事業
（「様式２」の３～10の事業）

「基盤整備」に関する事業
（「様式２」の１及び２の事業）

区分



［様式２］

0

21．管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 0

0

0

合計 0 0

0

0

0

0

0

11．多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業

提出済みの都道府県計画
における基金充当予定額
（国費ベース）（単位：千
円）（Ａ）

区分

25．子育て支援のための代替職員のマッチング事業

22．雇用管理体制の改善に取り組む事業者表彰事業

地域医療介護総合確保基金（介護従事者確保分）の執行状況等（参考資料）

17．地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質向上事業

19．介護予防の推進に資するOT、PT、ST指導者育成事業

20．新人介護職員に対するエルダー、メンター制度等導入支援事業

18．権利擁護人材育成事業

12．喀痰吸引等研修の実施体制強化事業

13．各種研修に係る代替要員の確保支援事業

８．ボランティアセンターとシルバー人材センター等の連携強化事業

15．離職した介護人材のニーズ把握のための実態調査事業

23．介護ロボット導入支援事業

３．地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促進事業

４．若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした介護の職場体験事業

１．介護人材確保対策連携強化事業（協議会設置等）

２．人材育成等に取り組む事業所の認証評価制度実施事業

16．認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業

５．助け合いによる生活支援の担い手の養成事業

６．介護福祉士養成課程に係る介護実習支援事業

７．介護未経験者に対する研修支援事業

10．多様な人材層に応じたマッチング機能強化事業

14．潜在介護福祉士の再就業促進事業

９．介護分野での就労未経験者の就労・定着促進事業

28年3月末の基金残高（国
費ベース）（単位：千円）（Ｄ
＝Ａ－Ｂ－Ｃ）

0

0

0

0

0

0

0

0

0

執行済み額（国費ベース）
（単位：千円）（Ｂ）

28年1月から28年3月末ま
での執行予定額（国費
ベース）（単位：千円）（Ｃ）

（注２）Ｂ欄には、27年12月末時点で執行済みの金額を記載すること。

（注３）Ｃ欄、Ｅ欄及びＦ欄には、27年12月末時点で予定されている執行額を記載すること。（Ｅ欄及びＦ欄には、Ｄ欄の金額（28年3月末の基金残高見込み）に関わらず、28年度以降に執行予定の総額を記載するものとする。）

（注４）Ｄ欄は、自動計算となっているので記載は要しない。（運用益は考慮しないものとする。）

0

（注１）Ａ欄には、都道府県計画に記載した「事業に要する費用の額」のうち、基金から充当予定の国費分の金額を事業区分ごとに集計の上、記載すること。

0

0

0

0

0

0

0

0

29年4月から30年3月末ま
での執行予定額（国費
ベース）（Ｆ）

28年4月から29年3月末ま
での執行予定額（国費
ベース）（Ｅ）

0

24．介護従事者の子育て支援のための施設内保育施設運営支援事業 0



地域医療介護総合確保基金（介護人材確保分）

○介護分野での就労未経験者の就労・定着促進

特に都市部での需要の増加が見込まれる訪問介護職員等の確保を図るため、都道府県福祉人材センターによるマッチン
グを通じて就労し、働きながら介護職員初任者研修の修了を目指す者に対し研修受講費等の助成を支援する。

○ボランティアセンターとシルバー人材センター等の連携強化

社会活動（ボランティア）を通じて介護分野に関心を持った中高年高齢者（50歳～64歳：全国で120万人と推定）の就労を促
進するため、ボランティアセンター・シルバー人材センター及び都道府県福祉人材センター等を構成員とする協議会を設置し、
地域の実情に応じた取組を総合的に推進。

○新人教育やキャリアパスなど雇用管理体制の改善に取り組む事業者のコンテスト・表彰制度を創設

介護人材の資質向上や定着促進に資する効果的な新人教育やキャリアパスの設定等に取り組む先進的な介護事業者を
都道府県ごとに評価・表彰し、優良事例の横展開を図る。

（１） 介護人材の就労促進

（主な事業）

（２） 介護人材の子育て支援

○介護施設・事業所内保育施設の整備・開設・運営を支援 （注）整備及び開設については、介護施設等整備分として計上

離職事由の最上位（約３割）は「結婚、出産・育児」であり、介護人材が子育てをしながら働き続けることのできる環境を整
備するため、全国約６千人分の介護施設・事業所内保育施設の整備・開設・運営を支援する。

27補正要求額： 119.4億円（国費）
179.1億円（公費）

○子育て支援のための代替職員のマッチング（介護職員子育て応援人材ステーションの実施）

介護分野で短期間・短時間の勤務を可能とするため、子育てをしながら働き続けようとする介護職員の代替要員を介護施
設・事業所等のニーズにマッチングさせる子育て応援人材ステーションを設置する。

（参考）介護従事者確保事業分のみ
27補正要求額： 102.9億円（国費）

154.4億円（公費）

別添

（３） 介護従事者の業務効率化・負担軽減の推進

○ 介護ロボットの導入支援

介護従事者の身体的負担の軽減や業務の効率化を図るため、介護施設等における介護ロボットの導入経費を支援。

（４） 介護人材の資質向上への支援

○喀痰吸引等研修の実施体制の強化

今後、増加が見込まれる医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者への対応強化と、介護人材のキャリアアップ・定着促進に
資する喀痰吸引等研修の実施機関を増設するため、新規開設機関に対して初度経費を支援。

○介護職員の研修参加のための代替要員の確保

現任職員が研修を受講している期間における代替職員の確保に要する経費を支援。

（主な事業）

（５） 潜在介護人材の再就職支援

○ 潜在介護福祉士の再就業促進への取組に対する支援

潜在介護福祉士の介護分野への再就業が円滑に進むよう、介護サービスの知識や技術等を再認識するための研修を
実施。

○離職した介護人材のニーズ把握のための実態調査

離職した介護人材に対する再就職支援に際し、地域の経済・人口動態や労働市場の状況等に即した効果的な情報発信
を行うため、離職した介護人材のニーズ把握等のための実態調査を実施する。

（主な事業）

（６） 地域全体で高齢者を見守る社会づくりを支える多様な人材・取組への支援

○地域包括ケア実現のための多様な人材の育成

地域における認知症ケア・権利擁護、介護予防、生活支援を推進するための人材の育成を支援する。


